
１-2号用誓約書

・支給対象者要件を全て満たしています。

・園芸農業物価高騰対応支援金に係る提出書類に記載した事項について、事実と相違ありません。

・虚偽や不正等が判明した場合は、支援金の返還に応じます。

・佐賀県及び佐賀県農業再生協議会から検査・報告の求めがあった場合は、これに応じます。

・令和８年度も継続して燃料を使用する加温施設で営農又は茶工場で茶や大麦若葉の加工（委託）を行います。

・自己又は団体の構成員が、次のいずれにも該当する者ではありません。

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

以　　上

　佐賀県農業再生協議会会長　様

住 所

氏 名

連 絡 先
（ TEL ）

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第２号に規程する暴力団をいう。以下同じ。）

※氏名は申請者が自署してください。
　 法人の場合は法人名及び代表者氏名を記入してください。

誓　　約　　書

　私は、園芸農業物価高騰対応支援金に係る申請を行うに当たり、下記の内容について誓約します。

・交付申請書兼交付請求書に記入した燃料使用量は、施設の加温及び茶や大麦若葉の乾燥に使用した数量で
す。自家用や他の用途（冷房、除湿、土壌消毒、光合成促進装置等）は含みません。

・燃料高騰に備えて、セーフティネットへの加入や省エネ技術の導入等に取り組んでいる又は、 今度取り組む意
向があります。

・国、佐賀県、その他行政機関等が支援金等の支給要件の該当性等を審査するため必要な場合であって、当該
審査に必要な限度で、本支援金の申請書及び提出書類に記載された情報を当該行政機関等の求めに応じて提
供することに同意します。

暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を
もって暴力団又は暴力団員を利用している者

暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等、直接的又は
積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

令和　　年　　月　　日


